
「黒田原まちなか広場」をご利用ください

土地の情報をお寄せください

キラリと光るとちぎの企業表彰を受賞されました

　町民の憩いと集いの場となる「黒田原まちなか広場」は、誰でも自由に使える広場で、地域のイベントなどでも利用
されています。イベントなどで広場を占有する場合は、許可申請が必要です（有料の場合あり）。那須町 LINE 公式ア
カウントからも手続きができますので、ぜひご利用ください。
■場　　所　寺子丙3-116　（那須町役場から徒歩 5分程度）
■使用時間　午前 9時～午後 9時　※準備・片付け含む
■申請受付　使用する日の 6カ月前から10日前まで
■問 合 せ　企画政策課総合政策係　☎72-6906

　雇用機会の拡大と地域経済発展を図るため、企業誘致の候補地となる土地や工場等の情報を収集し、町内に立地を
希望する事業者へ情報提供する「那須町事業用地等情報提供制度」を行っています。
■事業内容　登録要件を満たす土地等を登録し、町ホームページで公開します。立地を希望する事業者がホームペー
　　　　　 ジを閲覧し、売買または賃貸を希望する場合は、所有者に直接連絡を取って交渉を行います。
※交渉、契約等は所有者と立地希望者が直接行います。
■登録要件（一部抜粋）
　・土地　おおむね1,000 ㎡以上で道路に接していること（分譲地内・農地不可）
　・建物　おおむね 500 ㎡以上の工場、倉庫、事務所でその敷地は土地の要件を満たしていること
※その他の登録要件や登録方法はお問い合わせください。本制度に登録された土地に企業等が立地し、企業誘致奨励
金等の対象となった場合、土地所有者等に10万円を交付します。
■問合せ　企画政策課拠点整備推進係　☎72-6906

　優れた製品づくりで県内の産業を盛り上げ、地域経済の活性化
に貢献した中小企業に贈られる「キラリと光るとちぎの企業」に砂
川印刷株式会社が選ばれ、県知事から表彰状が贈られました。
　砂川印刷株式会社は、1949 年に法人設立以来、ポスターやパ
ンフレットなどの一般印刷物からデジタル媒体を活用したウェブサ
イトの企画・デザイン等、多岐にわたって印刷物を取り扱っていま
す。また、町で支援しているＢＣＰ（事業継続計画）の策定に取り
組み、柔軟な発想と企画力で地域に貢献する企業として継続的に
努力している点が評価されました。BCP の策定は現況や課題を把
握するだけでなく、企業の持続的発展に向けた目標を立てること
ができます。観光商工課へお気軽にご相談ください。
■問合せ　那須町商工会　☎72-0231　観光商工課　☎72-6918
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